
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
二
日

奈
良
県
人
事
委
員
会
委
員
長

栗

山

道

義

奈
良
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
八
号

初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
三
月
奈
良
県
人
事
委
員
会
規
則

第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
イ
の
表
九
級
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

４

困
難
な
業
務
を
所
掌
す
る
規
模
の
大
き
い
警
察
署
の
長
の
職
務

「

別
表
第
七
ア
の
表
中

を

58

58

58

58

59

59

59

59

60

60

60

60

61

」

「

に
改
め
、
別
表
第
七
イ
の

57

58

58

58

58

58

59

59

59

59

59

60

60

」

「

「

表
中

を

90

91

92

93

93

94

94

95

95

96

96

97

98

89

90

90

」

「

に
、

91

91

92

92

93

94

95

96

97

98

106

106

107

107

108

108

109

」

「
を

109

109

110

110

110

111

111

105

106

106

106

107

107

107

108

108

108

」

「

に
改
め
、
別
表
第
七
ウ
の
表
中

109

109

110

110

54

54

54

55

55

55

56

56

」

「
を

56

57

57

57

57

58

58

58

58

59

59

59

59

60

53

54

54

54

」



に

54

55

55

55

55

56

56

56

56

57

57

57

58

58

58

59

59

59

」

「

改
め
、
別
表
第
七
エ
の
表
中

58

58

59

59

60

60

61

61

61

61

62

62

62

62

63

63

63

63

64

64

64

64

65

65

65

65

65

65

65

66

66

66

66を

66

66

66

67

67

67

67

67

67

67

68

68

68

68

68

68

68

69

」

「

57

58

58

58

59

59

59

60

60

60

61

61

61

61

62

62

62

62

63

63

63

63

64

64

64

64

65

65

65

65

65

65

65

66

66

66

66

66

に
改
め
、
別
表
第
七
オ
の
表
中

66

66

67

67

67

67

67

67

67

68

68

68

68

」

「

66

66

66

66

67

67

67

67

68

68

68

68

69

69

69

69

70

70

70

「
を

70

71

71

71

71

72

65

66

66

66

66

66

67

67

67

67

67

」

に
改
め
、
別
表
第
七
カ
の

68

68

68

68

68

69

69

69

70

70

70

71

71

71

」



「

表
中

54

54

54

54

54

55

55

55

55

55

56

56

56

56

56

57

57

57

57

57

58

58

58

58

58

59

59

59

59

59

60

60

60

60

60

61

61

「
を

61

62

62

62

63

63

53

54

54

54

54

54

54

55

55

55

55

55

」

55

56

56

56

56

56

56

57

57

57

57

57

58

58

58

58

58

59

59「

に
改
め
、
別
表
第
七
コ
の
表
中

59

59

59

60

60

60

60

60

61

61

62

62

」

86

86

86

87

87

87

88

88

88

89

89

89

90

90

90

91

91

91

92

92

92

93

93

93

93

94

94

94

94

95

95

95

95

96

96

96

96

97

97

「
を

97

98

98

98

99

99

85

86

86

86

86

87

87

87

87

88

88

88

」

88

89

89

89

90

90

90

91

91

91

92

92

92

93

93

93

93

94

94

に
改
め
、
別
表
第
七
サ
の

94

94

95

95

95

95

96

96

96

96

97

97

98

98

」



「

表
中

58

58

58

58

59

59

59

59

60

60

60

60

61

61

61

61

61

62

「
を

62

62

62

62

63

63

63

63

63

64

57

58

58

58

58

58

59

」

59

59

59

59

60

60

60

60

60

61

61

61

61

62

62

62

62

63

63

63

に
改
め
る
。

63

」附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
中
別
表
第
七
の
改
正
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
、
別
表
第
一
イ
の
表
九
級
の
項
に
一
号
を

加
え
る
改
正
規
定
は
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

別
表
第
七
の
改
正
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、

新
た
に
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
及
び
降
格
、
昇
給
又
は
復
職
時
等
に
お
け
る

号
給
の
調
整
以
外
の
事
由
に
よ
り
そ
の
受
け
る
号
給
に
異
動
の
あ
っ
た
職
員
（
個
別
に
人
事
委
員
会

の
承
認
を
得
て
号
給
を
決
定
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
職
員
を
除
く
。
）
の
当
該
適
用
又
は
異
動
の

日
に
お
け
る
号
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

、
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